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第１ 募集の趣旨 

福生市では、昭和 30 年代から 40 年代にかけて学校教育系施設、昭和 50 年代からは社会
教育系施設が集中的に整備され、その多くは老朽化が進み、今後耐用年数を迎え、大規模な
改修や建替えなどの時期が到来している。また、高齢化や人口減少などによる社会構造の変
化、環境への配慮、都市防災機能の見直しへの対応により、公共施設に対する社会的な需要
も変化している。このため、ユニバーサルデザイン化や省エネルギー化、耐震化など、社会
的に求められている水準に公共施設を改修していく必要がある。 

これらの老朽化した施設への対策や経年劣化した設備機器の更新費用や光熱水費は、財
政上大きな負担となるため、その具体的な対応が求められている。 

また、市は、環境負荷の低減や地球温暖化対策の推進に率先して取り組むため、第４次福
生市地球温暖化対策実行計画を策定し、市有施設が排出する温室効果ガス排出量について
目標値を設定しており、地球温暖化防止のための施策を推進している。 

これらのことから、省エネルギー化の推進、温室効果ガス排出量の削減、設備更新に係る
財政負担の縮減及び光熱水費等の削減を図ることを目的として、民間事業者の資金やノウ
ハウを活用した設計・施工・事業資金計画、運転管理指針及び維持管理等に関する一括提案
に基づいて改修を行うＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業を福生市庁舎において導入
する。 

この「福生市庁舎設備更新型ＥＳＣＯ事業者募集要項」（以下「募集要項」という。）は、
事業者を公募型プロポーザル方式で募集・選定をするための内容等を定めたものである。 

市は、本募集にて応募があったＥＳＣＯ提案から、最も優れていると考えられる提案を選
定し、最も優れている提案を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）と市は、施工
に向けた設備等の発注・制作に取りかかるための協定を締結するとともに、契約締結に向け
た詳細協議を行い、合意に至った場合、契約事業者（以下「事業者」という。）として市と
契約（以下「ＥＳＣＯ契約」という。）を締結する。 

また、募集要項の内容は最終契約の一部となるものとする。 
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第２ 事業概要 

１ 事業の名称 
   福生市庁舎設備更新型ＥＳＣＯ事業（以下「本事業」という。） 
 

２ 事業場所 
福生市役所本庁舎（福生市本町５番地外） 

 
３ 契約方式 
  ギャランティード・セイビングス契約（自己資金型） 

   
４ 事業内容 
  事業者は、市と締結する本事業契約に基づき、包括的エネルギーサービス（以下「Ｅ

ＳＣＯサービス」という。）を市に提供するものとする。 
（１）提供するサービス 

事業者は、自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等（以下「Ｅ
ＳＣＯ設備」という。）を導入し、市と締結するＥＳＣＯ契約に基づき、契約期間内
において、設備の運転管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を
把握するための計測・検証等を含むサービスを提供するものとする。 

（２）運転及び維持管理 
事業者は、契約期間中においてＥＳＣＯ設備及び市の既存設備等に関する運転管

理指針を示し、事業者及び市は、善良なる管理者の注意義務をもって各々の運転管理
を行うものとする。 

また、事業者は、市にＥＳＣＯ設備及び維持管理対象設備の維持管理計画を示し、
ＥＳＣＯ設備の必要な維持管理を行うものとする。 

（３）計測・検証 
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果及び市の利益を保証

するものとする。 
（４）ＥＳＣＯ設備の取扱い 

事業者は、ＥＳＣＯ設備に係る設計・工事の完了検査後、本市にＥＳＣＯ設備の引
き渡しを行うものとする。 

  
５ 業務の範囲 

   事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 
（１）改修工事等サービス 

   ア 省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理及びその関連業務 
   イ 設計及び工事に関連する全ての手続業務及びその関連業務 
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ウ 改修工事等サービスの完了検査後の市へのＥＳＣＯ設備の引渡し業務 
   エ 省エネルギー基準への適合に係るＢＥＬＳ等の第三者認証取得及び事業債の申

請に必要な書類作成に関する業務 
   オ 省エネルギー改修に係る補助金等の活用が見込まれる提案を行う場合は、当該

補助金等の申請手続及びその関連業務 
（２）維持管理等サービス 
  ア ＥＳＣＯ契約期間内におけるＥＳＣＯ設備及び既存設備の運転管理指針の作成

及びそれに基づく助言業務 
   イ ＥＳＣＯ契約期間内における省エネルギー量及び温室効果ガス排出削減量の計

測及び検証業務 
   ウ ＥＳＣＯ契約期間内におけるエネルギー削減に関する保証業務 
   エ ＥＳＣＯ契約期間内におけるＥＳＣＯ設備及び事業内で改修した設備の維持管

理業務 
   オ 詳細設計を踏まえた、本事業及び環境負荷の低減に関する説明資料の作成業務 
 

６ 契約期間等 
（１）契約期間 
   ＥＳＣＯサービスの契約期間は、改修工事等サービス期間及び維持管理等サービ

ス期間５年間とする。 
（２）事業予定スケジュール 

次のスケジュールで事業を行う。 
項目 予定時期 
優先交渉権者の決定 令和６年２月 
事業債の申請 令和６年５月 
ＥＳＣＯ契約の締結 令和６年６月 
ＢＥＬＳ等第三者認証取得 令和６年 11 月 
改修工事等サービス期間 契約締結日の翌日から令和７年３月 31 日まで 
維持管理等サービス期間 令和７年４月 1 日から令和 12 年３月 31 日まで 

 
７ 事業の実施に関する事項 
（１）誠実な業務遂行 

ア 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配布資料及び契約書に基づ
く諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。 

イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合は、市と事業者の両者で誠意をもって協
議することとする。 
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（２）ＥＳＣＯ契約期間中の事業者と市の関わり 
ＥＳＣＯ事業は事業者の責により遂行され、市はＥＳＣＯ契約に定められた方法

により、事業実施状況について確認を行うこととする。 
 

（３）市と事業者との責任分担 
ア 基本的考え方 

ＥＳＣＯ事業提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担
しなければならない。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に
帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申出を行う
ことにより、別途協議を行うことができる。 

イ 予想されるリスクと責任分担 
市と事業者の責任分担は、原則として８頁から 10 頁に掲載されている【予想さ

れるリスクと責任分担表】（以下「分担表」という。）によることとし、応募者は負
担すべきリスクを想定した上で事業提案を行うものとする。 

なお、分担表に該当しない事項が発生した場合は、別途協議を行うものとする。 
ウ 事業の継続が困難となった場合における措置 

事業の継続が困難となった場合の措置については、ＥＳＣＯ契約書において定
めるものとする。 

 
８ 事業の成立 

   本事業のプロポーザル審査（以下「本プロポーザル」という。）に基づく契約は解除
条件付きであり、福生市議会において本事業予算に係る議案の可決を条件とし、制度上
やむを得ず本事業が実施できなくなった場合には、契約が締結できないことがある。そ
の場合、それまでに応募者が要した経費は応募者が負うものとする。 
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【予想されるリスクと責任分担表】 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集要項の誤り 募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇  

効果保証の未達 ＥＳＣＯ提案の低減が達成できない場合  〇 

安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保  〇 

環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全  〇 

税制度の変更・新設 
消費税及び地方消費税率や固定資産税率の変更又は
新税の導入 〇  

法人税等の収益目的税に関する税制度の変更  〇 

法制度の変更・新設 法制度の変更・新設に関わるもの 
（〇：主負担、△：従負担） 〇 △ 

事業の中止・延期 

市の指示によるもの 〇  
事業者の責に帰さない周辺住民等の反対による事業
の中止・延期 〇  

事業者の責による周辺住民等の反対による事業の中
止・延期  〇 

施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの  〇 

市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの 〇  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  〇 

計
画
・
設
計
段
階 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期  〇 
※１ 

〇 
※１ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（設計費に影響のあるもの） 〇  
上記以外の理由による物価の変動（設計費に影響の
あるもの）  

○ 
※２ 

○ 
※２ 

設計変更 
市の提示条件、指示の不備によるもの 〇  

事業者の指示・判断の不備によるもの  〇 

応募コスト 応募コストの負担  〇 

資金調達 

事業者の責により予定していた補助金が獲得できな
い場合  〇 

上記以外の理由により予定した補助金等が獲得でき
ない場合 〇  

 
※１ 不可抗力終結までの間、双方の権利・義務を留保する。事業継続が不可能な場合は契約解除とし、

双方は互いに義務を負わない。設計等に要した費用は事業者が負担する。 

※２ 設計の変更を行う場合、事業が継続可能であれば計画・設計に要する増分経費は双方で負担し、事

業を中止する場合は、それまでにかかった経費を双方話合いの上、負担する。 
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リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

建
設
段
階 

第三者賠償 調査・建設における第三者への損害賠償義務  〇 

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 〇 
※３ 

〇 
※３ 

物価の変動 
急激なインフレ・デフレ（建設費に影響のあるもの） 〇  
上記以外の理由による物価の変動（建設費に影響の
あるもの） 

○ 
※４ 

○ 
※４ 

用地の確保 資材置場の確保 〇 〇 

立ち入り許可 必要な施設への立ち入り許可 〇  

設計変更 
市の提示条件、指示の不備によるもの 〇  

事業者の指示・判断の不備によるもの  〇 

工事遅延・未完工 

市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅
延 〇  

事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡し
の遅延  〇 

工事費増大 
市の指示・承諾による工事費の増大 〇  

事業者の判断の不備によるもの  〇 

性能 標準仕様書不適合（施工不良を含む）  〇 

危険負担 
引渡し前に工事目的物に関して生じた障害  〇 

引渡し前に工事に起因して施設に生じた障害  〇 

支
払
関
係 

支払遅延・不能 

市の責による、支払の遅延・不能によるもの 〇  

計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場合  〇 

省エネルギー保証行為の不履行  〇 

 
※３ 不可抗力終結までの間、双方の権利・義務を留保する。事業継続が不可能な場合は契約解除とし、

双方は互いに義務を負わない。契約解除の場合、事業者は、ＥＳＣＯ設備の所有権を本市と事業者

との合意に基づく金額で本市に譲渡する。 

※４ 建設の変更を行う場合、事業が継続可能であれば変更に伴う増分経費は双方で負担し、事業を中止

する場合は、それまでにかかった費用を双方話合いの上、負担する。 
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リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

維
持
管
理
関
係 

第三者賠償 維持管理における第三者への損害賠償  〇 

計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 〇  

 事業者が必要と考える計画変更  〇 

立ち入り許可 合理的な理由に因らない場合であって、必要な施設
への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 〇  

維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費の増大  〇 

ＥＳＣＯ設備の損傷 

市の故意・過失に起因するＥＳＣＯ設備の損傷 〇  

事業者の故意・過失に起因するＥＳＣＯ設備の損傷  〇 

不可抗力を除く、上記以外のその他の原因によるＥ
ＳＣＯ設備の損傷  〇 

公共施設の損傷 

事業者の故意・過失又はＥＳＣＯ設備に起因する市
の施設・設備の損傷  〇 

不可抗力を除く、上記以外のその他の原因による市
の施設・設備の損傷 〇  

契約内容不適合の担
保 

ＥＳＣＯ設備に関する契約内容不適合の担保責任
（契約内容に適合しない契約不適合責任）  〇 

不可抗力 

火災・天災・戦争などの不可抗力による市の施設（Ｅ
ＳＣＯ設備以外）の損傷 〇  

火災・天災・戦争などの不可抗力によるＥＳＣＯ設
備の損傷が、事業者の加入している保険の補償に該
当する場合 

 〇 

上記以外の火災・天災・戦争などの不可抗力による
ＥＳＣＯ設備の損傷 

〇 
※５ 

〇 
※５ 

計
測
・
検
証 

設備の不良 ＥＳＣＯ設備が所定の性能を達成しない場合  〇 

計測・検証 
計測・検証報告への疑義  〇 

計測・検証に必要な市からの情報提供の遅延・不能 〇  

光熱水費単価の変動 光熱水費単価の変動 〇  

ベースラインの調整 
機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方
法の顕著な変更 〇  

上記以外の変動要因の場合 〇 〇 

保
証
関
係 

性能 
標準仕様書不適合（施工不良を含む）  〇 

仕様不適合による施設・設備への損害、市の施設運
営・業務への障害  〇 

 
※５ 不可抗力終結までの間、双方の権利・義務を留保する。事業継続が不可能な場合は、契約を解除す

ることができる。契約解除の場合、事業者は、ＥＳＣＯ設備の所有権を本市と事業者との合意に基

づく金額で本市に譲渡する。ただし、終了時点以降のＥＳＣＯサービス料は支払わない。 
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第３ 施設概要 

１ 施設概要 
施設名称 庁舎 
所在地 福生市本町５番地 
竣工年 市 役 所：平成 19 年（築 16 年） 

公用車車庫：平成 18 年（築 17 年） 
施設運営日数 
（休館日） 

市 役 所 292 日/年（日曜、祝日、年末年始） 
地下駐車場 292 日/年（日曜、祝日、年末年始） 
公用車車庫 市役所の運営日数と同様 

一日運営時間 市 役 所 月・火・木・金 8：30～17：15 
      水 8：30～20：00（１階のみ） 
      土 8：30～17：15（１階のみ） 
地下駐車場 月・火・木・金・土 8：30～17：30 
      水 8：30～20：15 
公用車車庫 市役所の運営時間と同様 

利用率 
（稼働率・入居率等） 

100％ 

階構成・主な用途 市役所・地下駐車場 
 第一棟 第二棟 

RF 機械置場 機械置場 
5F 執務室 議場 
4F 執務室、会議室 会議室 
3F 執務室 執務室、議会関連室 
2F 執務室、会議室 執務室 
1F 執務室、ギャラリー 

B1F 執務室、駐車場、機械室 
※主な用途を示しており、網羅はしておりません。 
 
公用車車庫 

1F 公用車車庫、機械室、資材置き場、控室 
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２ 建物概要 
棟名称 延床面積 構造 階数 最高高さ 
第一棟 

10,229 ㎡ 
PC 造、RC 造、 
一部 SRC 造 

地上 5、地下 1 22.23ｍ 
第二棟 

公用車車庫 322 ㎡ RC 造、Ｓ造 地上 1 5.53ｍ 
合計 10,551 ㎡    

 
３ 運転管理状況 

空調稼働時間 月・火・木・金・土 7：00～17：30 
水（１階のみ） 7：00～20：00 

空調稼働期間 冷房 ４月～10 月  暖房 11 月～３月 
空調室内設定条件 乾球温度： 夏季 28℃    冬季 20℃ 

相対湿度： 夏季 50～45％  冬季 40％ 
照明の点灯時間 執務室 【点灯及び消灯】 運営時間に職員が操作 

共有部 【点灯及び消灯】 運営時間に職員が操作 
 
４ 省エネルギー対策 

省エネルギーの観点より、普段から配慮していること 
・執務室、共用廊下等の照明器具の間引き 

 
５ 主な空調設備修繕等履歴 

年度 件名 金額（円） 
令和 4 年度 空調機修繕 760,100 

空調室外機修繕 1,079,100 
冷温水発生機計器類修繕 49,500 
送排風機修繕 60,500 

令和 3 年度 冷温水発生機弁類修繕 264,000 
空調機修繕 144,870 
リモートユニットバッテリー交換修繕 121,000 

令和 2 年度 全熱交換機修繕 539,000 
空調機修繕 1,086,800 
空調室外機修繕 2,200,000 
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６ 保守委託料 
（１）庁舎冷暖房空調設備保守委託（機器保守） 

内容 
金額（円） 

令和４年
度 

令和３年
度 

令和２年
度 

・パッケージ型空気調和機点検 
・ビルマルチ形空調調和機点検 
・空調換気扇点検 
・給排気ファン点検 
・自動制御設備点検 
・冷暖房切替点検調整試運転 

1,847,824 2,449,700 2,818,904 

 
（２）庁舎等冷暖房空調設備保守委託（冷温水発生機・冷却塔） 

内容 
金額（円） 

令和４年
度 

令和３年
度 

令和２年
度 

【冷房開始時点検】 
冷却塔、冷却塔薬液注入装置・薬液補充等 

【冷房中間点検】 
冷却塔、冷却塔薬液注入装置・薬液補充、 
冷却塔レジオネラ菌分析等 

【暖房開始時点検】 
冷却塔水抜き、冷却水配管水抜き等 

【暖房中間点検】 
冷温水発生機、冷温水ポンプ 

869,000 935,000 990,000 

 
（３）庁舎等冷暖房空調設備保守委託（集中監視装置） 

内容 
金額（円） 

令和４年
度 

令和３年
度 

令和２年
度 

中央監視室、集中監視装置の定期点検 
令和 3 年度に無停電電源装置のバッテリー交換
を実施 

797,500 1,584,000 712,800 
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７ 施設設備概要 
（１）エネルギー契約状況 

契約種別・電力 □契約種別：高圧       □契約電力：500ｋW 
契約種別・ガス □契約種別：都市ガス一般   □系統：冷暖房 

 
（２）電気設備概要 

受電形態 □高圧受電 
受変電設備 □変圧器：油入 1,600ｋVA 
発電機 □非常用 種別：三相３線  330ｋVA 
中央監視設備 □有  
照明設備 □主たる照明器具：FL 蛍光灯 Hf 蛍光灯 

□非常用照明器具：白熱灯 
□誘導灯：従来型 
□センサー制御（人感センサー） 

エレベータ □エレベータ：巻き上げ式 2 台 
主な省エネ手法 □太陽光発電設備 10ｋW 

 
（３）空調設備概要 

エネルギー源 □電力 
□ガス 

熱源方式 □ガス吸収式冷温水機１台（冷房 703ｋW） 
空調方式 □空冷ヒートポンプエアコン 

□ガス式冷温水発生機 
換気方式 □個別方式 

 
（４）衛生設備概要 

給水方式 □高置タンク方式（防災消火用） 
□加圧給水方式（上水・中水） 

水槽容量 □受水槽：15.4 ㎥ 
水源種類 □上水 

□中水（雨水） 
給湯方式 □個別方式 
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８ 光熱水量及び光熱水費 
【令和４年度】 

 電気 ガス 水道（上水） 
使用量

（kwh） 
料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 

4 月 69,312 1,676,946 276 49,110   
5 月 70,298 1,735,570 478 83,499 796 371,307 
6 月 92,551 2,225,500 548 98,123   
7 月 113,189 2,898,584 539 98,140 1,046 473,607 
8 月 116,194 3,041,342 566 105,397   
9 月 89,772 2,528,062 456 88,838 862 398,314 

10 月 73,500 2,153,826 336 69,539   
11 月 69,106 2,175,056 191 43,820 747 351,256 
12 月 85,781 2,825,647 287 66,023   
1 月 96,864 3,264,612 276 55,979 1,007 457,648 
2 月 85,574 2,617,472 200 39,510   
3 月 76,289 2,260,081 202 38,278 1,235 550,946 
合計 1,038,430 29,402,698 4,355 836,256 5,693 2,603,078 

       
【令和３年度】  

電気 ガス 水道（上水） 
使用量

（kwh） 
料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 

4 月 65,086  1,155,088  302  42,159    
5 月 62,530  1,190,578  467  64,289  610  295,196  
6 月 82,286  1,508,771  442  60,989    
7 月 94,495  1,822,676  383  52,588  533  263,687  
8 月 108,948  2,037,499  374  52,611    
9 月 76,246  1,541,052  438  62,647  560  274,736  

10 月 78,708  1,551,478  139  21,878    
11 月 69,286  1,397,550  273  41,599  797  371,716  
12 月 84,067  1,701,694  302  46,843    
1 月 99,204  2,013,973  314  51,397  972  443,326  
2 月 88,337  1,912,041  253  43,773    
3 月 81,276 1,889,260 255 44,825 974  444,144  
合計 990,469 19,721,660 3,942 585,598 4,446  2,092,805  

       
【令和２年度】  

電気 ガス 水道（上水） 
使用量

（kwh） 
料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 

4 月 68,270  1,292,509  210  31,507    
5 月 61,474  1,196,186  416  59,820  403  210,491  
6 月 92,532  1,682,289  470  67,115    
7 月 92,566  1,761,507  490  69,638  412  214,174  
8 月 131,196  2,401,324  516  72,088    
9 月 96,146  1,770,930  397  54,588  545  268,598  

10 月 72,602  1,273,920  453  59,574    
11 月 68,270  1,183,417  401  51,254  635  305,426  
12 月 86,546  1,396,246  335  42,446    
1 月 92,578  1,457,937  316  40,388  791  369,261  
2 月 77,813  1,270,353  283  37,253    
3 月 80,563 1,331,416 322 43,397 642  308,290  
合計 1,020,556 18,018,034 4,609 629,068 3,428  1,676,240  
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９ エネルギーベースライン 
【エネルギーベースライン】３ヵ年平均 

電気 ガス 水道（上水） 
使用量

（kwh） 

料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 使用量（㎥） 料金（円） 

1,016,485 22,380,797 4,302 683,640 4,523 2,124,041 
 

単純平均値： 電気 22.0 円/ｋｗｈ   ガス 158.9 円/㎥   水道 469.6 円/㎥  
 
 
10 一次エネルギー消費量  

令和４年度 令和３年度 令和２年度 

電気（GJ） ガス（GJ） 電気（GJ） ガス（GJ） 電気（GJ） ガス（GJ） 

4 月 691.04 12.36 648.91 13.53 680.65 9.41 

5 月 700.87 21.41 623.42 20.92 612.90 18.64 

6 月 922.73 24.55 820.39 19.80 922.54 21.06 

7 月 1,128.49 24.15 942.12 17.16 922.88 21.95 

8 月 1,158.45 25.36 1,086.21 16.76 1,308.02 23.12 

9 月 895.03 20.43 760.17 19.62 958.58 17.79 

10 月 732.80 15.05 784.72 6.23 723.84 20.29 

11 月 688.99 8.56 690.78 12.23 680.65 17.96 

12 月 855.24 12.86 838.15 13.53 862.86 15.01 

1 月 965.73 12.36 989.06 14.07 923.00 14.16 

2 月 853.17 8.96 880.72 11.33 775.80 12.68 

3 月 760.60 9.05 810.32 11.42 803.21 14.43 

計 10,353.15 195.10 9,874.98 176.60 10,174.94 206.48 

合計 10,548.25 10,051.58 10,381.43 

 
過去 3 年間の平均： 10,327.08 GJ 
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11 二酸化炭素排出量 
 令和４年度 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

電気由来 

（kg-CO2） 
83,495 121,691 87,839 101,387 394,412 

都市ガス由来 

（kg-CO2） 
2,325 3,809 2,265 1,758 10,157 

合計 85,820 125,500 90,104 103,145 404,569 

      
 令和３年度 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

電気由来 

（kg-CO2） 
79,343 105,722 85,073 102,801 372,939 

都市ガス由来 

（kg-CO2） 
2,514 2,763 1,959 2,003 9,239 

合計 81,857 108,485 87,032 104,804 382,178 

      
 令和２年度 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 合計 

電気由来 

（kg-CO2） 
84,020 120,925 85,964 94,861 385,770 

都市ガス由来 

（kg-CO2） 
1,954 3,401 2,883 2,152 10,390 

合計 85,974 124,326 88,847 97,013 396,160 

 
過去 3 年間の平均： 394,302 kg-CO2 
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第４ ＥＳＣＯ事業スケジュール 

１ 事業者の募集方式 
   事業者の募集は、公募型プロポーザル方式により行う。参加申込希望者は、募集要項

の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出することとする。 
   また、募集要項と合わせて公表する別紙資料など、次に示す資料一式を含めて、募集

要項等とする。 
   なお、募集要項等と募集要項等に関する質問回答とに相違がある場合は、質問回答を

優先する。 
【別紙資料】 

・質問書（様式第１号） ・提案提出書類（様式第６号から９号） 
・参加申込書類（様式第２号から５号） ・提案内訳書類（様式第 10 号） 

 
２ 日程 

   ＥＳＣＯ事業は次の日程で行う。 
項目 予定時期 
募集要項等の公表 令和５年 11 月１日（水） 
募集要項等に関する質問の受付 令和５年 11 月８日（水）まで 
募集要項等に関する質問への回答 令和５年 11 月 15 日（水） 

参加申込書及び資格確認書類の受付 
令和５年 11 月 16 日（木）から 
令和５年 11 月 24 日（金）まで 

参加資格審査結果・提案要請書の通知 令和５年 12 月４日（月） 

現場ウォークスルー調査 令和５年 12 月５日（火）から 
令和５年 12 月 12 日（火）まで 

ウォークスルーを踏まえた質問の受付 令和５年 12 月 19 日（火）まで 
ウォークスルーを踏まえた質問への回答 令和５年 12 月 26 日（火） 

提案書の受付 令和６年１月 15 日（月）から 
令和６年１月 25 日（木）まで 

プレゼンテーション及び審査 令和６年２月８日（木） 
最優秀及び優秀提案の選定及び結果通知 令和６年２月 22 日（木）頃 
協定の締結 令和６年２月 29 日 
詳細診断 令和６年５月 31 日まで 
ＥＳＣＯ契約の締結 令和６年６月（予定） 
ＢＥＬＳ等第三者認証取得 令和６年 11 月まで 
事業債の申請 令和６年 12 月まで 
改修工事等サービス期間 
（設計・工事） 

契約締結日の翌日から 
令和７年３月 31 日（月）まで 

維持管理等サービス開始 令和７年４月１日（火） 
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３ 事業者募集の手続き 
（１）募集要項等の公表 

    募集要項等は、市公式ホームページに掲載する。 
掲載日 令和５年 11 月１日（水） 

 
（２）募集要項等に関する質問の受付 

    募集要項等に関する質問は、次のとおり行うものとする。 
受付期間 令和５年 11 月１日（水）から令和５年 11 月８日（水）まで 

質問方法 

質問は 1 問につき質問書（様式第 1 号）1 枚を使用し、事務局へ電
子メールで提出すること。 
E-mail：f-kykz@city.fussa.lg.jp 
※電話・口頭・FAX・郵送での質問は受け付けない。 
※必ず市の開庁時間中に事務局（45 頁参照）へ着信確認を行うこと。 

 
（３）募集要項等に関する質問への回答 

募集要項等に関する質問への回答は、次のとおり行うものとする。 
なお、回答は募集要項等と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 

回答日 令和５年 11 月 15 日（水） 

回答方法 

市公式ホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行
わない。 
※公表は、質問とその回答のみとし、企業名等は一切公表しない。 
※類似又は同趣旨の質問に関しては、一括で回答する。 
※意見表明と解されるものや質問内容が不明確なものには回答しな

いことがある。 
 

（４）参加申込書及び資格確認書類の受付 
応募者は、次のとおり参加申込書及び資格確認書類を持参、若しくは郵送で提出す

ること。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の
責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。 

受付期間 
令和５年 11 月 16 日（木）から令和５年 11 月 24 日（金）まで 
持参の場合の受付時間は、土・日・祝日を除く午前 9 時から 12 時
及び午後１時から 5 時までとする。 

受付場所 福生市役所 第一棟５階 契約管財課窓口 
提出書類 「第７ 参加申込時提出書類・作成要領」によるものとする。 
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（５）参加資格審査結果及び提案要請書の通知 
    参加資格審査は、提出された参加申込書等に基づき、応募者（グループの場合は全

ての構成員）が募集要項に記載した参加資格要件を満たしているか確認する。参加資
格審査の基準日は、参加申込の日とする。参加資格審査の結果は、令和５年 12 月４
日（月）に市から応募者（代表者）に電子メールで通知する。 

また、参加資格が確認された場合は、提案要請書を送付する。配布資料について、
郵送配布を希望した応募者へは、併せて配布資料を送付する。 
 

 
（６）現場ウォークスルー調査 

市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施する。運転
管理上の図書類（台帳、その他）の閲覧は可能だが、貸出及び複写の依頼等は一切受
け付けない。 

実施日時については、資格確認結果通知に併せて通知する。 

日時 
令和５年 12 月５日（火）から令和５年 12 月 12 日（火）まで 
上記期間（土・日を除く）のうち、応募者（グループ）につき１日 

場所 福生市庁舎 
内容 現地視察及び資料説明 

 
（７）現場ウォークスルー調査後の質問 

    現場ウォークスルー調査後の質問の受付及び回答は、次のとおり行うものとする。 
なお、回答は募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 

  【質問】 
受付期間 令和５年 12 月５日（火）から令和５年 12 月 19 日（火）まで 
質問方法 前記「（２）募集要項に関する質問の受付」と同様とする。 

   
【回答】 
回答日 令和５年 12 月 26 日（火） 
回答方法 前記「（３）募集要項に関する質問への回答」と同様とする。 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

（８）ＥＳＣＯ事業提案書の受付 
提案要請書を交付された応募者は、現場ウォークスルー調査に参加した後、調査結

果及び市が提供する「第９ 配布資料」に示す資料を基に「第８ ＥＳＣＯ事業提案
提出書類・作成要領」に従い、ＥＳＣＯ事業提案提出書類を作成し、持参又は郵送で
提出することとする。 

なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発送後であっても未着の場合の責任は
応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとみなす。 
 

受付期間 
令和６年１月 15 日（月）から令和６年１月 25 日（木）まで 
持参の場合の受付時間は、土・日を除く午前 9 時から 12 時及び午
後１時から 5 時までとする。 

受付場所 福生市役所 第一棟５階 契約管財課窓口 
提出書類 「第８ ＥＳＣＯ事業提案提出書類・作成要領」によるものとする。 

 
（９）プロポーザル結果の通知 

    審査は、提出書類及び応募者のプレゼンテーションに基づき審査する。 
    審査結果の通知方法は、次により行うものとする。 

審査結果 
令和６年２月 22 日（木）頃、応募者（グループの場合は代表構成
員）へ、結果通知書を発送する。 

結果の説明 

審査結果について市に説明を求める場合は、令和６年３月７日（木）
午後５時（必着）までに事務局へ、郵送、FAX、電子メール、持参
にて申し出ること。 
回答は文書により令和６年３月 29 日（金）までに行う。 

 
（10）参加を辞退する場合 

提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締
切日までに提案辞退届（様式第６号）を 1 部、事務局に持参又は郵送で提出する。 
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第５ 応募条件 

１ 応募者 
（１）応募者は、ＥＳＣＯ事業を行う能力を有する単独企業（以下「応募企業」という。）

又は複数の企業で構成されるグループ（以下「応募グループ」という。）とする。 
（２）応募グループで応募する場合は、次の「２ 応募者の役割」に記載する事業役割を

担う代表者 1 社を代表構成員として選定すること。 
（３）参加申込時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。

なお、応募グループの構成員の数は任意とする。 
（４）応募企業又は応募グループの代表構成員及び構成員は、他の応募グループの構成員

となることはできない。 
（５）応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に関する諸手続を行

う。 
（６）本事業を実施するに当たり、本事業の実施のみを目的とした新たな会社を設立する

ことも可能とする。ただし、設立条件等に関しては、市と協議の上で合意を得ること。
また、その場合、市は、関連する資料を別途請求し、その資料に基づく審査を行う必
要がある。 

（７）既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、
本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。 

 
２ 応募者の役割 
（１）応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する

ものとする。 
役割 内容 
事業役割 市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。 
設計役割 設計に関する業務及び施工監理に関する業務を全て実施する。 
建設役割 建設に関する業務を全て実施する。 
その他役割 上記以外の運転、金融、維持管理等に関する業務を各々実施する。 

 
（２）事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に係る

合意書を市に提出することとする。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社
が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとする。また、事業役割の構
成企業のうち１社を代表構成員とし、市との対応窓口とする。 
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３ 応募者の資格 
  応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとして、

これらの要件を満たす必要がある。 
（１）事業役割 

事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を行う省エネルギー改修施工又はＥ
ＳＣＯ事業の実績があること。また、エネルギー管理士又は建築設備士の資格を持つ
者が所属し、当該有資格者が本事業の担当者であるとともに、事業運営・維持管理の
支援を円滑に行うための拠点を東京都内又は近県に有していること。 

なお、事業役割を担う応募者が複数である場合は、構成員のいずれかが本要件を満
たすこと。 

（２）設計役割 
設計役割を担う応募者は、エネルギー管理士の資格を持つ者が所属し、当該有資格

者が本事業の設計担当者であること。 
（３）建設役割 

建設役割を担う応募者は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規
定による電気及び管工事に係る特定建設業の許可を受けた者であり、各業種に係る
監理技術者資格を持つ者を専任で配置できること。また、経営事項審査総合評定値が
900 点以上であること。 

なお、建設役割を担う事業者は、同法第 19 条の２に基づく現場代理人、第 26 条
に基づく監理技術者を選任すること。 

 
４ 応募者の制限 

 参加申込書の提出時点において、次に掲げるものは、応募企業又は応募グループの代
表構成員及び構成員となることはできない。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者 
（２）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第３項又は第 5 項の規定による営業

停止の処分を受けている者 
（３）福生市契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年 12 月７日要綱第 35 号）第

３条の規定による入札参加資格停止措置を受けている者 
（４）福生市暴力団排除条例（平成 24 年３月 30 日条例第 12 号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者である者 
（５）会社法（平成 17 年 7 月 26 日法律第 86 号）第 511 条の規定による特別清算開始の

申立てがなされている者 
（６）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立

てがなされている者 
（７）破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条又は第 19 条による破産の申立て（同法



24 
 

附則第３条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法によ
る廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）第 132 条又は第 133 条による破産の申
立てを含む。）がなされている者 

（８）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立
て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る
同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号）第 30 条の規定による更
生手続開始の申立てを含む。）がなされている者 

（９）直近 3 事業年度の法人税、法人事業税、消費税又は地方税を滞納している者 
（10）次のいずれかの財務状況にある者 

   ア 経常利益が、直近３事業年度連続でマイナス 
   イ 直近事業年度において債務超過 
   ウ 営業活動による営業キャッシュ・フローが、直近３事業年度連続でマイナス 

（11）応募資格申請書等に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者 
 

５ 応募に関する留意事項 
（１）費用負担 
   応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 
（２）提出書類の取扱い・著作権 

ア 提出書類は返却しない。 
イ 提出書類は、応募者に無断で審査以外の目的には使用しない。 
ウ 提出書類に係る著作権は、各応募者に帰属する。ただし、市は、ＥＳＣＯ提案審

査のために必要な範囲で、提出書類の全部又は一部を使用又は複写できるものと
する。 

エ 応募者が事業者となった場合、ＥＳＣＯ契約締結時点において、その著作権は市
に帰属するものとする。 

（３）特許権 
ＥＳＣＯ事業提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国

及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意
匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料及び維持管理方法等を使用した結果、生じ
る責任は、事業者が負うものとする。 

（４）市からの提供資料の取扱い 
市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応

募者は、応募に当たって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
（５）1 応募者の複数提案の禁止 

    1 応募者は、1 つの提案しか行うことができない。 
（６）1 者が複数の応募者の構成員となることの禁止 
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1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできない。 
（７）構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市
と協議を行い、市がこれを認めたときは、この限りではない。 

（８）提出書類の修正禁止 
提出した書類の修正・変更はできない。ただし、提出書類に脱漏又は不明瞭な表示

等があり、かつ市が変更を認めたときは、この限りではない。 
（９）虚偽の記載の禁止 

参加申込書又はＥＳＣＯ事業提案書に虚偽の記載をした場合は、参加を無効とす
る。 
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第６ 事業者の選定 

１ 審査委員会の設置 
   最優秀提案者の選定に当たり、市は、市職員等で構成する審査委員会を設置し、審査

委員会にて提案書等の審査・評価を行う。 
なお、審査委員名は選定結果公表まで非公表とし、開示請求があった場合にのみ公開

する。 
 

２ 参加資格審査（一次審査） 
  事務局は、応募者から提出された参加申込関係書類に基づき、応募者（グループの場

合は全ての構成員）が実施要領に記載した参加資格要件を満たしているか確認する。 
   なお、参加資格要件を満たす応募者が、６者以上であった場合は、次の審査項目及び

配点等に基づき書類審査を行い、得点の高い順に上位５者までを一次審査通過者とす
る。事務局は、条件を満たし、一次審査を通過した応募者に対して提案書の提出を文書
で要請する。 

 
【審査基準表】 

審査項目 評価の視点 配点 

ＥＳＣＯ 

関連事業 

実績 

エネルギー削減保証等がある 

ＥＳＣＯ契約件数 

・確実なエネルギー削減 20 

・事業者の安定的な事業運営 20 

対象建物全体の省エネルギー率 ・高水準の省エネルギー化の達成 25 

有資格 

技術職員 

有資格技術職員の有無 ・本事業に適した技術職員の配置 20 

各役割の責任者業務実績 ・各役割責任者のＥＳＣＯ事業の実績 15 

合計 100 

※合計点が同点の場合は、ＥＳＣＯ関連事業実績の評価点が高い応募者を上位とする。 

 
３ プレゼンテーション審査（二次審査） 

   一次審査通過者が提出した提案書等を対象に、審査委員会において、次頁の審査基準
に示す審査項目及び配点等に基づき審査を行う。 

また、審査の過程において、応募者による提案内容のプレゼンテーション及び質疑応
答を実施する。 

なお、プレゼンテーション審査における各応募者の点数は、全審査委員の評価点の平
均点とし、全審査委員の評価点の平均が 120 点に満たない提案は失格とする。 
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【審査基準表】 
 
１ 環境面評価点（65 点） 

審査項目 配点 

評価の視点 非常に優れ
ている 

優れて 
いる 普通 やや劣る 劣る 

（１）対象施設全体の省エネルギー率 
25 20 15 10 5 

省エネルギー効果の高さ 

（２）温室効果ガス排出量の削減効果 
15 12 ７ ５ ３ 

温室効果ガスの削減効果の高さ 

（３）環境面に配慮した設備更新 
15 12 ７ ５ ３ 

環境負荷低減に関する取組み 

（４）NOx、SOx、ばい塵、騒音等の環境対策 
10 ８ ５ ３ ２ 

工事期間中の騒音等対策、環境配慮 

環境面評価点計（①） 点  

※NOx：窒素酸化物  SOx：硫黄酸化物 

 
 
２ 財政面評価点（50 点） 

審査項目 配点 

評価の視点 非常に優れ
ている 

優れて 
いる 普通 やや劣る 劣る 

（１）維持管理等サービス料と光熱水費削減保証額の差 
15 12 ７ ５ ３ 

市の財政負担の抑制・平準化 

（２）光熱水費削減額 
15 12 ７ ５ ３ 

市の財政負担の抑制・平準化 

（３）事業資金計画への信頼性 
10 ８ ５ ３ ２ 

応募者の経営状況、補助金の活用 

（４）省エネルギー量、工事等経費の算出根拠の妥当性 
10 ８ ５ ３ ２ 

ＥＳＣＯサービス提供体制への信頼性 

財政面評価点計（②） 点  

※ここでいう「市の財政負担の抑制・平準化」は、本事業期間及び事業終了後の維持管理費用及び光熱水

費の抑制・平準化を指し、本事業の上限額を超えない限り、ＥＳＣＯサービス料の額で評価に差をつけ

るものではない。 
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３ 技術面評価点（60 点） 
審査項目 配点 

評価の視点 非常に優れ
ている 

優れて 
いる 普通 やや劣る 劣る 

（１）具体的、妥当性のある技術提案 
20 16 11 ７ ４ 

応募者の技術やノウハウ 

（２）必須更新機器以外の既存設備に対する更新等の 

独自提案 15 12 ７ ５ ３ 
工期及び総事業費内での積極的な改修提案 

（３）期限までの確実な施工完了 
10 ８ ５ ３ ２ 

施工スケジュール管理体制、着実な事業実施 

（４）維持管理、計測・検証、運転管理指針について 

具体性、妥当性のある提案 15 12 ７ ５ ３ 
ＥＳＣＯサービス提供体制への信頼性 

技術面評価点計（③） 点  

 
 
４ その他評価点（25 点） 

審査項目 配点 

評価の視点 非常に優れ
ている 

優れて 
いる 普通 やや劣る 劣る 

（１）市内事業者の積極的な活用 
５ ４ ３ ２ １ 

活用規模の大きさ及び多面的な活用 

（２）ＥＳＣＯ事業の実績 
５ ４ ３ ２ １ 

安定的な事業実施 

（３）施設の運営・業務への影響 
10 ８ ５ ３ ２ 

工事施工等が施設の運営に支障をきたさないこと 

（４）災害・停電時に対する強靭性の向上 
５ ４ ３ ２ １ 

災害時等の対応 

その他評価点計（④） 点  

 

総合計（①+②+③+④）（200 点満点）          点  

※複数の応募者の点数が同点の場合は、環境面評価点の平均点が高い応募者を上位とする。 

環境面評価点の平均点も同点の場合は、技術面評価点の平均点が高い応募者を上位とする。 
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４ プレゼンテーションの概要 
  プレゼンテーションの概要は、次のとおりとする。 
  なお、プレゼンテーションに当たっては、提案書類等で記載している以外の内容を提

案することはできない。 
（１）出席者 
   プレゼンテーション審査の出席者については、参加申込書（様式第２号の１）又は

グループ構成表（様式第３号の１）に記載の応募企業又は応募グループの中から、５
名以内とする。 

（２）審査時間 
    １応募者当たり 45 分（提案 30 分、質疑 15 分）程度で行う。 
    なお、プレゼンテーション審査に関する場所・時間等の詳細については、プレゼン

テーション審査の対象となった応募者に書面で通知する。 
 

５ 最優秀及び優秀提案者の選定と公表 
審査委員会の審査結果を踏まえて、市として最も優れていると考えられる最優秀提

案を１件及び順位を付してその他の優秀提案を選定する。 
また、選定結果は、各応募者に個別に通知するほか、市公式ホームページにて公表す

る。公表内容は次のとおりとし、選定結果に対する異議等には一切応じない。 
（１）最優秀提案者 
（２）最優秀提案者の選定理由 

 
６ 失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 
（１）期限までに書類が提出されない場合 
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合又は重要な事項について記載をしなかった場 

 合 
（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 
（４）本募集要項に違反すると認められる場合 
（５）契約締結までに指名停止処分を受けた場合 

 
７ 詳細協議 
  最優秀提案者は優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書（最終

提案）の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、市と詳細協議を進めるもの
とする。なお、本協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとする。また、
本協議と並行して、優先交渉権者は、施工に向けて設備等の発注・制作等に取り掛かる
ための協定を市と締結するとともに、設計に着手できるものとする。 
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   なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、次点者と同様の詳細協議を行う。 
 
８ 事業者の選定 
  市は、優先交渉権者と協議を行い、予算措置を含めて協議が整った場合、ＥＳＣＯ契

約を締結する。 
 

９ 包括的エネルギー管理計画書の作成 
   優先交渉権者は、詳細診断終了後、包括的エネルギー管理計画書（最終提案書）を作

成するものとする。ＥＳＣＯ提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が著しく異
なる場合は、詳細協議を取りやめ、次点者との詳細協議を開始する場合がある。 

 
10 契約に関する事項 
（１）契約の手順 

市と優先交渉権者は、優先交渉者から提出された包括的エネルギー管理計画書が
市にて承認された場合、ＥＳＣＯ契約締結のための手続を行う。 

（２）ＥＳＣＯ契約の概要 
ア 締結時期 

令和６年６月（予定） 
イ 契約の概要 

募集要項及び包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合
に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事及び運
転・維持管理に関する業務内容のほか、省エネルギー保証量、支払方法等を定める
ものとする。 

また、市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法、
時期等について明記するものとする。 

 
11 契約の成立 

   本プロポーザルは、最優秀提案者を選定するものであり、契約を約束するものではな
い。市は、契約の成立に向けて誠実に対応するが、契約の成立には、契約に関する予算
等の福生市議会における議決を要することから、契約に至らなかった場合、市はその損
害賠償の責は負わない。 
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12 ＥＳＣＯ契約までの流れ 

 
 

 

 
 
 
 
 

募集要項の公表 質問の受付

質問への回答

参加申込書及び資格審査書類の受付

資格審査結果及び提案要請書の送付
資料配布・閲覧

現場ウォークスルー調査
質問の受付

質問への回答

提案書の受付

プレゼンテーション審査

最優秀及び優秀提案の選定、結果通知

優先交渉者の選定

詳細診断
【NO】 詳細設計・契約書作成協議・補助金 予算要求

      【OK】
ESCO契約締結 議会承認

【OK】 【NO】
設計・工事 事業化中止
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第７ 提示条件 

１ 提示条件 
 応募者は、次に提示する条件に基づき、ＥＳＣＯ事業提案提出書類を作成するものと
する。 

 
２ 環境負荷の低減に関する条件 

   環境負荷の低減に関しては、16 頁「10 一次エネルギー消費量」及び 17 頁「二酸化
炭素排出量」に記載のある過去３年間の平均に対して、次の全ての条件を満たすものと
する。 
省エネルギー率 10％ 1,033.1GJ/年（一次エネルギー換算）以上 
温室効果ガス排出削減率 10％ 39,430 ㎏-CO2/年以上 

 
３ ＥＳＣＯサービス料の内訳 
  ＥＳＣＯサービス料は、改修工事等サービスに関する料金（以下「改修工事等サービ

ス料」という。）と維持管理等サービスに関する料金（以下「維持管理等サービス料」
という。）に区分し、次に示す費用の合計とする。 

（１）改修工事等サービス料 
  ア 詳細診断に係る費用 
  イ 省エネルギー改修工事に係る設計費用 
  ウ 省エネルギー基準に適合することについての第三者認証取得に係る費用 
  エ 省エネルギー改修工事及び関連業務に係る費用 
  オ 工事監理費用 
  カ 計測・検証用計測機器設置費用 
  キ その他 
（２）維持管理等サービス料 
  ア 計測・検証に係る費用 
  イ ＥＳＣＯ設備の運転管理に係る費用 
  ウ その他 

 
４ ＥＳＣＯサービス料の上限額 
 （１）改修工事等サービス料の上限額（消費税及び地方消費税を含む）は、840,000,000

円とする。 
（２）維持管理等サービス料の上限額（消費税及び地方消費税を含む）は、30,000,000

円（年間 6,000,000 円）とする。 
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５ 提案に関する事項 
（１）必須改修設備 

    次の設備は必ず改修すること。なお、改修の手法及び改修後の設備の種類・性能等
は、応募者の提案によるものとするが、別添資料１「３ 運転管理状況」にある水準
を満たすこと。 

  ア 空冷ヒートポンプエアコン 
イ 全熱交換器 

   ウ 冷温水発生機 
  エ 高効率照明器具（ＬＥＤ化） 
  オ 集中監視装置 
  カ 計測機器 

  
  （空冷ヒートポンプエアコン設置台数） 

 B１F 系統 １F 系統 ２F 系統 ３F 系統 ４F 系統 ５F 系統 

室外機 21 台 10 台 ７台 ５台 ７台 ７台 

室内機 37 台 15 台 36 台 28 台 26 台 21 台 

 
 （全熱交換器・冷温水発生機設置台数） 

全熱交換器 ２台 冷却水一次ポンプ １台 

冷温水発生機 １台 膨張タンク １台 

冷却塔 １台 熱交換器 １台 

冷却水ポンプ ２台 冷温水コイル ４台 

 
（２）電力貯蔵・発電設備 

電力貯蔵・発電設備等について、事業費総額の限度内及び工期内において改修が見
込めるものについては、積極的に提案を行うこと。 

なお、必須改修設備以外の設備更新による省エネルギー効果は「1 環境負荷の低
減に関する条件」の計算に含めるものとする。 

（３）その他の設備 
上記（１）、（２）に記載のない設備等についても、事業費総額の限度内及び工期内

において改修が見込めるものについては、積極的に提案を行うこと。 
なお、今後、市が市庁舎において改修予定の設備等について、参考として例示する。 

   ア 火災受信機 
   イ エレベータ 
   ウ 電子錠付き扉 
   エ 給湯器 
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  オ 加圧給水ポンプユニット 
  カ オイルポンプ 
  キ 地下駐車場排煙機 
（４）市内事業者の積極的な活用を図ること。 

 
６ 事業の遂行 
（１）令和７年３月末までに試運転調整を含む改修工事等サービスを完了させ、令和７年

４月 1 日から維持管理等サービス提供を開始できる提案とすること。また、提案書類
の中で、施工スケジュールを明記すること。 

（２）５頁「第２ 事業概要 - ５ 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。 
（３）標準仕様書 

本事業の適用基準等は、関係法令によるほか、次のとおりとする。 
ア 東京都建築工事標準仕様書（最新版） 
イ 東京都電気設備工事標準仕様書（最新版） 
ウ 東京都機械設備工事標準仕様書（最新版） 
エ 建築設備計画基準・同要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
オ 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
カ 公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
キ 建築数量積算基準・同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
ク 建築設備数量積算基準・同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
ケ 建築工事内訳書標準書式（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修） 
コ 建築工事標準詳細図 
サ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 
シ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 
ス 営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課） 
セ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部） 
ソ 防衛施設周辺防音事業工事標準仕方書（最新版） 

 
７ 事業資金計画等 
（１）事業者が提案するＥＳＣＯサービス料のうち、維持管理等サービス料について、市

は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により、債務負担行為を
設定し、ＥＳＣＯ契約期間にわたり均等の金額を毎年度、支払うものとする。 

（２）優先交渉権者は、省エネルギー改修に係る補助金等の活用を想定している場合、補
助金等の申請に関する手続を市と協議の上行うものとする。なお、補助金等が獲得で
きない場合であっても、事業は実施するものとする。 
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８ 設計・施工に関する事項 
（１）別添資料１「施設概要」のほか、44 頁「第 10 配布資料」に示される資料を参考

に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修施工費用、光熱水費削減額、計
測・検証手法を示すＥＳＣＯ技術提案書を作成すること。事業実施に当たっては、既
に設置の施設・設備を有効活用することを原則とする。 

（２）施設の運営に支障のない提案とすること。また、改修施工に当たっては、施設利用
時間や施設利用者の動線に配慮した計画とすること。 

なお、事業者が希望する場合、市は、第１棟３階及び第１棟５階については執務室
の移転により、日中の施工を可能とする環境の整備を可能な限り対応するものとす
る。その他の希望については、状況に応じて誠意をもって対応するものとする。 

（３）設計・施工のための閉庁日は、原則として設定しないものとする。ただし、庁舎の
機能を一時的に停止することにやむを得ない事由があるときは、事前に市と協議を
行い、市の承諾を得て閉庁日を設定できるものとする。 

 
９ ベースライン及び削減保証額の設定 
（１）ベースラインの設定 

ア 応募者は、市から提供される過去 3 年間のエネルギー使用量及び光熱水費の単
純平均値（以下「エネルギーベースライン」という。）を改修計画の基礎となる応
募時ベースラインとすること。 

イ 優先交渉権者は、詳細診断を基にした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、
独自の推計方法によりエネルギーベースラインの設定ができるものとする。その
際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等（以下「エネル
ギーベースライン変動要因」という。）によりエネルギーベースラインが変動する
ことから、エネルギーベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、市
の承諾を得ること。 

（２）光熱水費削減予定額及び光熱水費削減保証額の設定 
ア 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示した上で、省エネルギー改修後

の光熱水費削減額を算出するものとし、これを「光熱水費削減予定額」とする。 
なお、計算に用いる光熱水費単価は、別添資料１「施設概要」の（９）エネルギ

ーベースラインのとおりとする。ただし、エネルギー供給源の変更やエネルギー使
用量が大幅に変化する提案等の場合は、応募者の提案による光熱水費単価とする。
光熱水費単価は、全て税込みとし、算出根拠を明示すること。 

イ 応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する保証の内容を示すこ
ととし、これを「光熱水費削減保証額」とする。なお、削減保証額は、光熱水費削
減予定額の 80％以上とすること。 
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10 ＥＳＣＯサービス料の支払等 
  ＥＳＣＯサービス料の支払等は、次のとおりとする。 
（１）改修工事等サービス料の支払 

改修工事等サービスに関わるＥＳＣＯサービス料は、当該サービスの完了検査後、
事業者からの請求書により支払うこととする。ただし、支払回数は１回とする。 

（２）維持管理等サービス料の支払 
  ア 維持管理等サービス期間の各年度にわたる均等払とし、月払とする。 

イ 市は、当該年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があること
を確認した上で、所定期日までに維持管理等サービス料を支払う。 

   ウ 事業者は、次に示す条件に基づき適正に維持管理等サービス料を算定して、指定
された期日までに市に請求書を送付するものとする。 

・当該年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果が、未達の場合は、Ｅ

ＳＣＯ契約により取り決めた金額において支払うものとする。 

・事業者の申し出を受け、エネルギーベースラインの見直しに係る要件に該当すること

を市が妥当と判断した場合は、上記の限りではない。 

（３）支払は、市の通常の方法によるものとする。 
（４）ＥＳＣＯサービス料及び支払の保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者

と協議の上、ＥＳＣＯ契約において定めるものとする。 
（５）提案から契約締結及び契約期間中に、物価や金利等に著しい変動が生じた場合は、

市と事業者が協議の上、サービス料を見直すことができるものとする。 
（６）光熱水費削減保証とエネルギーベースラインの調整方法 

ア 当該年度の光熱水費のエネルギーベースラインが包括的エネルギー管理計画書
に定めるエネルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申出を
受けた市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調整を行い、改めて
市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。 

イ エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の
算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととする。 

なお、エネルギーベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、市との協議に
より承諾を受けなければならない。 

（７）ＥＳＣＯサービス料に係る債権の取扱い 
ＥＳＣＯサービス料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができない。ただし、

あらかじめ市の承認を受けたときはこの限りではない。 
 

11 運転及び維持管理に関する事項 
（１）運転管理指針の作成について 

ア 事業者は、ＥＳＣＯ設備及び市の既存設備の最適な「運転管理指針（案）」を提
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案し、市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。 
イ 事業者及び市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、

ＥＳＣＯ設備に関しては事業者が、既存設備に関しては市が、運転管理を行うもの
とする。 

ウ 事業者は、既存設備に関する運転状況を市の了承のもと、必要に応じて調査し、
市の運転管理が運転管理指針と著しく懸け離れている場合には、市に対して適切
な運転管理の提言を行うことができる。また、事業者はより効果的な運転管理につ
いて、必要な助言を適宜行うことができる。 

（２）ＥＳＣＯ設備の維持管理について 
ア 事業者は、市にＥＳＣＯ設備及び維持管理対象設備の「維持管理計画書（案）」

を提出し、市は、その計画書を基に「維持管理計画」を決定し、ＥＳＣＯ設備の必
要な維持管理を行うものとする。 

イ 事業者は、ＥＳＣＯ設備の維持管理状況について、毎年度、市に報告すること。
市は、維持管理が計画通りでなく、又は不十分である時は、事業者に対して必要な
措置を命ずる場合がある。 

ウ 事業者は、ＥＳＣＯサービス開始までの間についても、施設運営に支障がないよ
うに維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とする。 

エ 維持管理の業務内容については、別添資料１「６ 保守委託」にある委託内容を
踏まえ行うものとする。 

 
12 計測・検証に関する事項 
（１）事業者は、提案により示した省エネルギー率、温室効果ガス排出削減率、光熱水費

削減額及び削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計
測・検証手法を市に提示し、ＥＳＣＯ契約期間中において、ＥＳＣＯ設備の計測・検
証を行うものとする。 

（２）事業者は、計測・検証結果を毎年度、市に報告し、市はそれを確認する。 
（３）事業者による計測・検証の報告に疑義がある場合、市は、第三者に依頼して計測・

検証を行うことができる。その結果、事業者によるものと著しく異なり、また、その
原因が事業者の責に帰すべき理由によるものであった場合、市が計測・検証に要した
費用は、事業者の負担とする。 

 
13 その他 

   本募集要項に定めることのほか、ＥＳＣＯ事業提案の募集等の実施に当たって必要
な事項が生じた場合は、その都度応募者に通知する。 
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第８ 参加申込時提出書類・作成要領 

１ 作成要領 
（１）次項「２ 参加申込時の提出書類」に各々書類符号を記した表紙とインデックスを

付け、A4 縦長ファイルにとじたものを１部提出することとする。 
（２）ファイルの表紙・背表紙には「福生市庁舎設備更新型ＥＳＣＯ事業参加申込関連書

類」及び「応募者名」を記載すること。 
 

２ 参加申込時の提出書類 
（１）参加申込書（様式第２号の１） 

    グループでの参加の場合は、代表企業名で作成し提出することとする。 
（２）委任状（様式第２号の２） 

    代理人を選任しない場合は提出不要。 
（３）グループ構成表（様式第 3 号の１） 

応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担（事業役割、設計役割、建設役
割、その他役割（分担名を記載のこと））を明確にすることとする。グループとして
応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること
とする。 

また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員（予定）、出資者、
定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出することとする。 

（４）履行保証書（様式第３号の２） 
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社（親会社等）がある

場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。 
（５）印鑑証明書（写し可） 

    所管法務局発行の証明書で、申込日前３ヶ月以内に発行されたもの。 
（６）商業登記簿謄本（写し可） 

現に効力を有する部分の謄本で申込日前 3 カ月以内に発行されたものをとじたも
の。 

（７）納税証明書（写し可） 
最新決算年度の確定申告分の法人税及び法人事業税の納税証明書を各 1 通ずつと

じたものとし、事務所が複数個所ある場合は、本社所在地の官公庁で発行する納税証
明書を提出することとする。 

（８）財務諸表（写し可） 
直近の決算年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分（損失処理）計算書等の財

務諸表、監査証明をとじたもの。 
また、本事業について、関係会社（親会社等）が履行保証を行う場合は、その関係

会社の財務諸表も添付することとする。 
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（９）会社概要 
A4 判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な

営業経歴等、次の項目を網羅したものを 1 部とじたもの。 
ア 設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数（書

式自由） 
イ 企業状況表（様式第４号の 1） 
ウ 有資格技術職員内訳表（様式第４号の 2） 
エ 各役割責任者の業務実績表（様式第４号の 3） 
※ その他、本ＥＳＣＯ事業について、関係会社（親会社等）が履行保証を行う場合

は、その関係会社の会社概要も添付することとする。なお、様式を使用するとして
いるものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認
める。 

（10）誓約書（様式第４号の４） 
   福生市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係者でない旨の誓約書を

提出すること。 
（11）ＥＳＣＯ関連事業実績（様式第５号） 

様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出することとする。なお、事業実
績には、有償の省エネルギー診断を含めることができる。 

   ア 事業件名 
契約書上の正確な名称を記載すること 

   イ 発注者 
発注者名を記入すること 

   ウ 受注形態 
単独又はグループの別を記入すること 

   エ 契約年月日 
契約締結日を記入すること 

   オ 契約期間 
契約始期及び終期を記入すること 

   カ 契約金額 
消費税相当額を含む金額の総額を記入すること（単位千円） 

   キ 施設の概要 
施設の主な用途、構造・規模面積、改修工事完了年月を記入すること 

   ク 主な契約内容 
対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類（ギャランティー

ド・セイビングス又はシェアード・セイビングス）、保証の有無、計測・検証の有
無も明記すること 
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（12）各資格者免許証の写し 
応募者の資格（23 頁）において、有資格者を事業担当者とすることを応募者の資

格要件としているものについては、当該有資格者の資格免許証（表・裏）の写しを提
出することとする。 

（13）特定建設業の許可証明書（写し可） 
建設業法第 3 条第 1 項に規定する「特定建設業」又はこれに類する許可証明書を

提出することとする。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合は
その旨を明示することとする。 

（14）監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し 
建設役割会社における監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技術者講習修了証の

写しを提出することとする。 
 

※（１）から（12）までについては、全ての構成員が提出する。 
※（13）及び（14）は、建設役割が提出する。 

 
【参加申込書類 様式リスト】 

様式番号 書 類 名 共通 構成員ごと 

様式第１号 質問書 ○  

様式第２号の１ 参加申込書 ○  

様式第２号の２ 委任状 ○  

様式第３号の１ グループ構成表 ○  

様式第３号の２ 履行保証書 ○  

様式第４号の１ 企業状況表  ○ 

様式第４号の２ 有資格技術職員内訳表  ○ 

様式第４号の３ 各役割責任者の業務実績表  ○ 

様式第４号の４ 福生市暴力団排除条例に基づく誓約書  ○ 

様式第５号 ＥＳＣＯ関連事業実績  ○ 
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第９ ＥＳＣＯ事業提案提出書類・作成要領 

１ 作成要領 
（１）提案書提出届（様式第７号）により提出書類の構成を示した上で、次項「２ ＥＳ

ＣＯ事業提案時の提出書類」に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4
縦長ファイルに綴じたものを 12 部提出することとする。なお、A4 版以外の様式に
ついては、Ａ４版サイズに織り込むこととする。 

（２）ファイルの表紙・背表紙には「福生市庁舎設備更新型ＥＳＣＯ事業提案内容審査書
類」と記載すること。なお、正本１部のみ、ファイルの表紙に応募者名を記載し、副
本 11 部については、応募者が特定できる一切の記載（会社名、住所、氏名及びロゴ
マーク等）を除くこと。 

（３）各提案書類には、ページの下中央にページ番号を記載すること。 
（４）補助金の活用を想定している場合は、指定のある様式について、補助金が得られた

場合と、得られなかった場合のそれぞれについて作成すること。 
（５）エネルギーに関する換算値 

エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行う。 
エネルギー種別 換算値 CO₂排出係数 
電気 9.97[MJ/kwh] 0.378[kg-CO₂/kwh] 
都市ガス 44.8[MJ/N ㎥] 2.23[kg-CO₂/㎥] 

 
２ ＥＳＣＯ事業提案時の提出書類 
（１）提案書 
   様式の項目に従い、事業の概要等について記載すること。なお、様式第８号の２か

ら様式第８号の６までは、それぞれ２枚まで使用することができるものとする。 
ア 事業総括（様式第８号の１） 

提案内容の数値を記載すること。なお、補助金の活用が「あり」と「なし」との
提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまとめること。 

イ ＥＳＣＯ事業実績及び提案の基本方針・概要等（様式第８号の２） 
ＥＳＣＯ事業実績、提案の基本方針や長期的なＥＳＣＯサービスの提供ができ

る信頼性等の内容について記載すること。 
ウ 工事中の対応及び緊急時の対応（様式第８号の３） 

工事施工に当たり、仮設計画や施工方法などの概略、安全管理の方法、施設の運
営・業務の継続に対する配慮などについて記載すること。また、緊急時対応につい
て、提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応の内容、体制フローなどについ
て記載すること。 

エ 維持管理計画・運転管理計画、計測・検証計画（様式第８号の４） 
ＥＳＣＯ設備の維持管理及び運転管理業務に関する計画内容を記載すること。
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その他、コスト削減やメンテナンスを容易にする工夫などを記載すること。 
計測・検証計画については、エネルギー削減保証量が確実に達成されていること

を証明するための、適切な計測・検証の概要を記載すること。 
   オ 補助金に関する提案（様式第８号の５） 
     想定される補助金の種類、補助金の適用条件、過去に当該補助制度や類似の補助

制度で採択された実績、補助金獲得の確度を上げるための工夫について記載する
こと。 

   カ 契約期間終了後の対応、事業の見える化や啓発提案等（様式第８号の６） 
     契約期間終了時や終了後の対応について提案（ＥＳＣＯサービス期間終了時点

での保守点検、改修対象照明器具の予備品措置等）があれば記載すること。また、
ＥＳＣＯ事業内容や実績の見える化、市民等への啓発、市内事業者の活用に関する
提案について記載すること。 

   キ 省エネルギー改修項目等の説明（様式第８号の７） 
     対象施設ごとに、省エネルギー改修提案項目（その他、老朽設備の改修工事を含

む）の内容及びシステム説明、エネルギー削減量等に関する技術的根拠、現状の機
器仕様あるいは、市の要求仕様を満足していることや老朽設備の改修工事内容の
説明について記載すること。 

     また、要求仕様、必須改修項目を上回る提案がある場合は記載すること。 
（２）機器リスト、主要機器等の設置計画図（様式第９号の１及び２） 

    提案するＥＳＣＯ設備等の機器リストと設置計画図を示すこと。設置設計図は、Ａ
４版とし、書式の仕様は自由とする。 

（３）省エネルギー改修及び費用等 
  ア 省エネルギー改修項目（様式第 10 号の１） 

     省エネルギー改修提案項目の数値を記載すること。なお、補助金の活用が「あり」
と「なし」との提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまと
めること。 

   イ 削減量算出根拠一覧表（様式第 10 号の２） 
     省エネルギー改修提案項目の電気・ガス・水道について、省エネルギー改修前と

改修後の使用量及び削減量を示すこと。 
   ウ 初期投資費用内訳（様式第 10 号の３） 
     詳細診断費、設計費、工事費、工事監理費、計測機器設置費、その他必要な費用

について、内容を明記し、金額を記載すること。なお、補助金の活用が「あり」と
「なし」との提案については、その旨を明記の上、別々の用紙に提案内容をまとめ
ること。 

   エ ＥＳＣＯサービス料内訳（様式第 10 号の４） 
     維持管理費、運転管理費、計測・検証費、その他必要な費用について、内容を明
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記し、金額（年額）を記載すること。また、維持管理経費及び運転管理費について
は、その算定根拠を示すこと。 

   オ 補助金提案内訳（様式第 10 号の５） 
     想定される補助金の種類と見込み金額、対象となる経費の金額を記載すること。 

（４）積算根拠資料 
    積算根拠を示す資料を作成すること。書式は自由とし、工事別とする。また、内訳

は機器別に台数等の数量まで分かる資料とすること。 
 
【提案提出書類 様式リスト】 

様式番号 書 類 名 共通 
補助金有無

ごと 

様式第６号 提案辞退届 ○  

様式第７号 提案書提出届 ○  

様式第８号の１ 提案書-１ 事業総括  ○ 

様式第８号の２ 提案書-２ 
ESCO 事業の実績 
提案の基本方針・概要等 

○  

様式第８号の３ 提案書-３ 
工事中の対応 
緊急時の対応 

○  

様式第８号の４ 提案書-４ 
維持管理計画・運転管理計画 
計測・検証計画 

○  

様式第８号の５ 提案書-５ 補助金に関する提案 ○  

様式第８号の６ 提案書-６ 
契約期間終了後の対応 
事業の見える化や啓発提案 
市内業者の活用に関する提案 

○  

様式第８号の７ 提案書-７ 省エネルギー改修項目等の説明 ○  

様式第９号の１ 機器リスト ○  

様式第９号の２ 主要機器等の設置計画図 ○  

 
【提案内訳書類 様式リスト】 

様式番号 書 類 名 共通 
補助金有無

ごと 

様式第 10 号の１ 省エネルギー改修項目 ○ ○ 

様式第 10 号の２ 削減量算出根拠一覧表 ○ ○ 

様式第 10 号の３ 改修工事等サービス料内訳  ○ 

様式第 10 号の４ 維持管理等サービス料内訳 ○  

様式第 10 号の５ 補助金等提案内訳 ○  

 



44 
 

第 10 配布資料 

１ 配布資料の内容 
提案要請時に応募者に提供される配布資料（PDF データ）は次のとおりとする。 

（１）竣工図面 
   建築、電気設備、新エネルギー設備、給排水・衛生設備、空調設備、中央監視設備 
（２）機器リスト 

電気設備、新エネルギー設備、給排水・衛生設備、空調設備、中央監視設備 
（３）系統図 

電気設備、新エネルギー設備、給排水・衛生設備、空調設備、中央監視設備 
 
 

２ 配布要領 
  上記の資料は、次の要領で配布する。 
（１）配布方法 

    提案要請を受けた応募者に、CD-R 等記録媒体にて無償で配布する。 
（２）配布場所 
   事務局で直接配布又は郵送配布とする。 
   郵送配布を希望する場合は、事務局へその旨申し出ることとする。 
（３）配布期間 

    土曜日・日曜日を除く、令和５年 12 月５日（火）から令和５年 12 月 12 日（火） 
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第 11 その他の事項 

１ その他の留意事項 
  本プロポーザル手続における、応募書類等に関する取扱いは次のとおりとする。 
（１）応募に係る一切の費用については、全て応募者の負担とする。 
（２）採用した提案内容については、必要に応じて概要を公表する。その他の提案内容に

ついては、原則として公表しない。 
（３）応募者は、本プロポーザルにおいて入手した市の情報等を応募に係る検討以外の目

的で使用しないこと。また、応募者は、応募に当たって知り得た情報を第三者に漏え
いしないこと。 

（４）本手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 
（５）天災その他の不可抗力により審査等が実施できない場合は、本プロポーザルのスケ

ジュールを延期することがある。 
 

２ 情報公開及び提供 
（１）基本方針 
   福生市情報公開条例（平成 13 年６月 26 日条例第 30 号）（以下「公開条例」）に基

づき、原則として市政情報を全部公開としていることから、本プロポーザル実施に関
する情報について、情報公開及び情報提供するものとする。 

ただし、公開条例第７条第２号、第３号及び第６号により、個人に関する情報、法
人その他の団体に関する情報を公にすることで、法人などの事業活動上の正当な利
益を害するもの及び本プロポーザルの性質上、プロポーザルの適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるものについては、非公開とする。 

（２）公開方法 
    本プロポーザルの募集内容、選定結果について、市公式ホームページにより、適宜、

市民に情報提供する。 
 

３ 事務局 
  本ＥＳＣＯ事業提案募集に係る事務局は次のとおりとする。 

福生市総務部契約管財課（市役所第一棟５階） 
  ・担  当：和泉、植木 
  ・住  所：〒197-8501 東京都福生市本町５番地 
  ・電  話：042-551-1535（直通） 
  ・F A X：042-553-4451 

・メールアドレス：f-kykz@city.fussa.lg.jp 
 


